
被扶養者の認定に必要な証明書等

（注）．この手続きは概要です。ご不明な点・詳細については健康保険組合にお問合せ下さい。（TEL： 06-6552-6890）

１．提出期限と被扶養者認定日

提出期限 ： 5日以内に、事業所担当部署経由で、健保組合に提出　（健保組合の受付は、随時行なっています。）

認定日    ： 出産の場合は出生の日、　その他の場合は健保組合で届を受理し、被扶養者としての資格があると確認した日
（その他の場合の認定日は、健保組合で必要書類の全てを受理した日になります。ただし、該当書類の発行が遅れるなどの理由で提出が遅れる場合は、必ずその旨お伝えください。）

（注）． 提出が遅れたり,書類に不備があると認定が遅れます。
出生以外で加入される場合は、当健保組合の被扶養者として認定されるまでは、現在の保険を継続して、無保険にならないようにご注意下さい｡お急ぎの場合は、当健保組合に連絡して下さい｡

２．被扶養者認定の範囲と認定に必要な証明書等

　父母

　祖父母 父母・祖父母、
認定対象の被扶養者の区分 　會祖父母  伯(叔)父・伯(叔)母

　兄姉, 弟妹, 孫  甥・姪・曾孫・曽祖父母

届出・申請・申込書、証明書類等

入 手 方 法

健康保険被扶養者異動届 ﾉｰﾂ・HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

健康保険被扶養者現況届 ﾉｰﾂ・HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住民票または居所を証明できる書類（新生児は出生を証明する書類(写し)） 市区町村役所、または医療機関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

続柄を証明できる書類　（戸籍謄本・抄本、続柄を証明できれば住民票可） 市区町村役所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者の方の場合、身体障害者手帳の写し 本人携帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

在学中の場合、在学証明書(在学時の学生証の写しでも可） 高校・大学等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

無職の場合、所得証明書または収入証明書（前年の証明書がとれないときは、前々年の証明書） 市区町村役所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

働いている人の場合、直近３か月の給与明細写し 勤務先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

働いていて雇用形態に変更があった場合、雇用契約書の写し 勤務先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

退職した人の場合、退職証明書または健康保険資格喪失証明書 退職した勤務先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇用保険加入者で受給予定の場合は雇用保険受給資格者証（写し） 前の勤務先､または､公共職業安定所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇用保険加入者で受給しない場合は、離職票－１，２（写し） 前の勤務先､または､公共職業安定所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇用保険加入者で受給を延長する場合は、受給期間延長通知書（写し）及び離職票－１，２（写し） 前の勤務先､または､公共職業安定所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇用保険の失業給付が終了した人は、雇用保険受給者資格者証の支給欄の写し 本人携帯

　（支給終了の文字があることが必要）

雇用保険未加入者の場合は、源泉徴収票（写し） 前の勤務先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

別居の場合、送金を証明する銀行・郵便局の振込受領証 銀行・郵便局他 ○ ○ ○ ○ ○

年金受給者(遺族年金も含む）の場合、直近の年金改定通知書の写し 本人受領済 ○ ○ ○ ○ ○

外国籍の人は、外国人登録証明書、被保険者の住民票、登録原票記載事項証明書のいずれかの写し 本人携帯、または、市区町村役所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定対象の被扶養者が、現在加入している健康保険の保険証の写し 健保組合・市区町村役所等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在健康保険に加入していない場合、以前加入していた健康保険の資格喪失証明書 健保組合・市区町村役所等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1． 雇用保険の失業給付金の受給資格があるが、給付を受けない場合は、健保組合が被保険者または被扶養者認定対象者に受給を確認します。

（この場合、離職者票１及び２を健保組合が預かることがあります。但し、提出を拒否される場合は、定期的に健康保険組合にて確認させていただきます。）

妊娠、出産、育児、病気、けが等のやむを得ない事情で雇用保険の受給期間を延長した場合は、「失業保険受給期間延長通知書」を添付して下さい。

失業給付金の受給が開始された場合は、受給額により被扶養者資格を喪失する場合がありますので、ご確認下さい｡

※2． この他の証明書の提出をお願いすることもあります。
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